
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年２月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３仙第７４号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２５年１０月１４日 ０６時１０分ごろ 

発生場所 岩手県久慈市久慈港 

久慈港諏訪
す わ

下
した

防波堤灯台から真方位２８７°５３０ｍ付近 

（概位 北緯４０°１１.４′ 東経１４１°４７.８′） 

事故等調査の経過 平成２５年１１月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 第六白島
しらしま

丸、１６トン 

   ＩＴ２－８０３７（漁船登録番号）、久慈市漁業協同組合 

Ｂ 漁船 第五十八正幸
せいこう

丸、４トン 

   ＩＴ３－５２９０５（漁船登録番号）、久慈市漁業協同組合 

   第２１１－１４１０４号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 ２人（船長Ｂ及び同乗者Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷船首部外板に亀裂、船橋前面の窓ガラスに破損 

 事故等の経過 Ａ船は、船長Ａ、甲板員Ａ１及び甲板員Ａ２が乗り組み、船長Ａが操

船を行い、甲板員Ａ１が船首甲板上で、甲板員Ａ２が船尾甲板上でそれ

ぞれ係留準備の作業を行い、久慈港諏訪下内港地区船だまり（以下

「本件船だまり」という。）南側を約５～６ノット（kn）の速力（対

地速力、以下同じ。）で西北西進していた。 

Ａ船は、本件船だまりの係留地に向けて航行を続けていたところ、

船長Ａが、甲板員Ａ１の叫び声を聞き、目前にいるＢ船に気付き、機

関を後進にかけたが、平成２５年１０月１４日０６時１０分ごろ、久

慈港において、Ａ船の左舷船首部とＢ船の左舷船首部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者Ｂを乗せ、船長Ｂが操船

を行い、同乗者Ｂが左舷側で休息し、本件船だまり南側を約５～６kn

の速力で南東進していた。 

船長Ｂは、出発時、久慈港諏訪下防波堤灯台付近にＡ船を初めて視

認し、左舷対左舷で通過するものと思い、航行を続けていたところ、

Ａ船が船首方に接近したので、右舵を取ったものの、Ｂ船とＡ船が衝

突した。 



 

Ａ船及びＢ船は、それぞれ自力航行で本件船だまりの係留地に着岸

した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期 

日出時刻：０５時４２分ごろ 

 その他の事項 船長Ａ、甲板員Ａ１及び甲板員Ａ２は、救命胴衣を着用していた。 

船長Ｂ及び同乗者Ｂは、救命胴衣を着用していなかった。 

船長Ａは、Ａ船の船首側のクレーンが死角（視界が制限される状

態）となって前方が見えにくいと感じていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、久慈港を西北西進中、船長ＡがＢ船に気付かずに航行を続

けたことから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、Ａ船の船首側のクレーンが死角となって前方が見えにく

い状況になっていたことから、Ｂ船に気付かなかったものと考えられ

る。 

Ｂ船は、久慈港を南東進中、船長Ｂが、出発時にＡ船を視認したも

のの、左舷対左舷で通過するものと思い込み、航行を続けたことか

ら、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、久慈港において、Ａ船が西北西進中、Ｂ船が南東進中、

船長ＡがＢ船に気付かず、また、船長Ｂが、Ａ船と左舷対左舷で通過

するものと思い込み、航行を続けたため、両船が衝突したことにより

発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・常時、見張りを適切に行い、接近する船舶があれば、早めに音響

信号器具等を使用して注意喚起を行うこと。 

・接近する他の船舶を認めた場合は、速やかに他の船舶との衝突の

虞の有無を判断すること。 

・航行中に船首死角が生じる場合は、見張り員を配置するなどして

死角を補うこと。 

 


